
 

 

さいたま市告示第３４９号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。

以下｢支援法」という。）第１４条第４項の規定による指定介護機関から変更等の届出があったので、

生活保護法第５５条の３及び支援法第１４条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年２月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり 



指定介護機関

名称 変更事項 変更前 変更後 サービスの種類 変更年月日

ケアプランのぞみ 所在地変更
さいたま市緑区東浦和５－９－８
グランドゥール東浦和１０６号

埼玉県さいたま市中央区下落合七丁目８－２２
メゾン・アーベイン１０３

居宅介護支援 R2.4.1


